
契約書 兼 重要事項説明書

（ 訪問看護：医療保険 ）

利用者： 様

医療法人水の木会

下関病院訪問看護ステーション



 利用者

     年   月   日

第１条 （契約の目的）

 事業者は、健康保険法等の関係法およびこの契約書に従い、利用者がその有する能力に応じて可

能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、訪問看護を提供します。

○訪問看護利用契約書
と医療法人水の木会が運営する下関病院訪問看護ステーション

(以下、「事業者」という)は、訪問看護サービスの利用に関して次のとおり契約を締結します。

第２条 （契約期間）

から始まり、指示期間の終了までとします。

第６条 （利用者の解約権）

 利用者は、事業者に対しいつでもこの契約の解除を申し出ることができます。この場合には、７

日以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。

第４条 （サービス提供の記録等）

 １ 事業者は、それぞれのサービスの提供に関する記録を整備するとともに、これをこの契約

  終了後２年間保管します。

 ２ 事業者は、利用者に対し、いつでも保管する利用者に関する記録の閲覧、複写物の交付に

  応じます。

第５条 （利用者負担金の滞納）

 １ 利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を２ヶ月分以上滞納した場合

  には、事業者は１ヶ月以上の期間を定めて、期間満了までにその支払いがないときにはこの

  契約を解除する旨の催告をすることができます。

 ２ 事業者は、前項に定める協議などの努力を行い、かつ第１項に定める期間が満了した場合

  は文書によりこの契約を解除することができます。

 この契約期間は、主治医の訪問看護指示書の指示期間である

第３条 （訪問看護計画とサービスの提供）

 １ 事業者は、利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、主治医の指示書に沿い、療

  養上の目標や具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画書を作成し、これに従って契約

  書別紙 「重要事項説明書」に記載した内容の訪問看護を計画的に提供します。

 ２ 事業者は、訪問看護計画書を作成し、作成した場合は利用者およびその家族に説明しま

  す。

 ３ 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法などの変更を希望する場合、訪問看護計画

  の変更の対応を行います。
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第１０条 （秘密保持）

 １ 事業者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を契約中及び

       契約終了後、第三者に漏らすことはありません。

 ２ 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の情報を用い

       る場合は、利用者の家族の同意を予め文書で得ない限り、サービス担当者会議などで個人情

       報を用いません。

第１１条 （苦情対応）

 １ 利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合は、事業者、市町村及び国民健康保険団

       体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

 ２ 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立

       て又は相談があった場合は、迅速かつ適切に対応します。

第７条 （事業者の解約権）

    事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由

を記載した文書により、この契約を解約することができます。この場合事業者は、主治医に連絡し

ます。

第８条 （契約の終了）

 次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。

 １ 第２条に基づく、契約期間が満了したとき

 ２ 第５条に基づき、事業者から解約されたとき

 ３ 第６条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ予告期間が満了したとき

 ４ 第７条に基づき、事業者から契約の解約の意思表示がなされたとき

 ５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します

（１）利用者が介護保険施設や医療施設に１ヶ月を超えて入所又は入院した場合

（２）サービスを休止して３ヶ月以上経過した場合

（３）利用者が死亡したとき

第９条 （損害賠償）

 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、その

損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありま

せん。

（次ページへ）



第１２条 （緊急時等の対応）

 訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨機

応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な対応をしま

す。

第１３条 （契約外条項）

 この契約に定めのない事項については、健康保険法令その他の関係法令を尊重して利用者と事業

者が誠意を持って協議のうえ定めます。
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※ 緊急の場合は24時間対応します。

   下関病院訪問看護ステーションでは、看護師以外にも作業療法士が利用者又はそのご家族

 等からの電話相談に対応する場合があります。

 相談内容は看護師に伝達され、必要な場合は速やかに看護師が対応いたします。

○訪問看護重要事項説明書〔令和８年６月１日現在〕

１ 当ステーションが提供するサービスについての相談・苦情などの窓口

 訪問看護ステーション名：下関病院訪問看護ステーション

                          ＴＥＬ：０８３－２５８－０８３０

                          ＦＡＸ：０８３－２２７－２４８０

                        ※ご不明な点は、何でもお尋ねください

２ 当医療法人の概要

  法人名   医療法人水の木会 理事⾧  水木 寛

  所在地   山口県下関市富任町６丁目１８番１８号

  電 話   ０８３ー２５８ー０３３８

    ※寄付行為の目的に定めた訪問看護事業、予防訪問看護事業

３ 下関病院訪問看護ステーションの概要

  事業所名：下関病院訪問看護ステーション

  所在地： 山口県下関市梶栗町４丁目２番３４号 下関病院附属地域診療クリニック内

 （１） サービス提供地域

     下関市（離島及び旧豊浦郡のうち豊田町、豊北町は除く）

 （２） 営業時間

  月曜日～金曜日 ９：００～１７：００

  土曜日     ９：００～１２：００（祝日・１２／３０～１／３を除く）

 （３） サービス職員体制及び職務内容

  サービス職員体制 常勤１０名以上 非常勤０名 計１０名以上

 非常勤

管理者

看護師

准看護師

作業療法士

常勤

１名

８名以上（管理者含む）

０名

２名 ０名

計

１名

８名以上（管理者含む）

０名

２名

０名

０名

０名

（次ページへ）



 ５  サービスの内容

（１） 健康状態の観察

（２） 清拭・洗髪等による清潔の保持

（３） 療養上必要な食事および排泄等日常生活の援助

（４） 床ずれの予防・処置

（５） リハビリテーション

（６） 認知症および精神疾患患者の看護

（７） 療養環境の確認や助言、介護方法の指導

（８） カテーテル等の管理

（９） その他医師の指示による医療処置

職務内容

・ 管理者：看護師 １名

  管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、

 管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

 所、施設等の職務に従事することができるものとする。

・ 看護職員：保健師、看護師又は准看護師 常勤８名以上（管理者含む）

 訪問看護計画書及び報告書を作成し（准看護師を除く）、訪問看護を担当する。

・ 作業療法士 常勤２名

 訪問看護（在宅におけるリハビテーション）を担当する。

 ４ 事業の目的、運営方針

（１）事業の目的

  医療法人水の木会が開設する下関病院訪問看護ステーションは、健康保険法その他関係法令

 及 び本契約に従い、利用者様に対して看護のサービスを提供し、居宅において利用者様が有す

 る能力に応じた、可能な限り自立した生活を確保することができるように支援することを目的

 とします。

（２）運営の方針

  利用者様の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。事業の実施に当たっては、人

 員の確保、教育指導に努め、利用者様個々の主体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連携

 のもと総合的なサービスの提供に努めます。
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月の初日の訪問

１日につき

１日につき

５，０５０円
６，０５０円

１２，８５０円

５，５５０円

訪問看護基本療養費Ⅱ（同一建物内同一日に2人まで）

１日につき

週4日目以降

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による場合  ５，５５０円

訪問看護基本療養費Ⅱ（同一建物内同一日に3人以上9人以下）

週4日目以降

 訪問看護基本療養費Ⅰ

保健師、助産師、又は看護師

による場合

准看護師による場合

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門

ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師によ

る場合

１日につき

月に１回を限度

１日につき

週3日まで

週4日目以降

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による場合

週3日まで
週4日目以降

７，７１０円

５，５５０円

６，５５０円

３，０１０円

２，５１０円

２，３１０円

２，２１０円

２，４１０円

２，２１０円

２，０１０円

  ６，５５０円

訪問看護管理療養費、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費

６ 利用料金

 （１） 利用料

    利用者負担金は、保険証の負担割合、公費により自己負担額は異なります。

算定項目 サービス内容 算定回数 金額

 精神科訪問看護の場合、自立支援医療適用の方は１割負担、限度額内 でご利用いただけます。

５，０５０円

６，０５０円

１２，８５０円

保健師、助産師、又は看護師

による場合

准看護師による場合

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門

ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師によ

る場合

５，５５０円

月に１回を限度

週3日まで

週4日目以降

週3日まで

保健師、助産師、又は看護師

による場合

２，７８０円

３，２８０円

准看護師による場合
２，５３０円

３，０３０円

週3日まで

週3日まで

週4日目以降

訪問看護管理療養費

 イ 単一建物居住利用者が20人未満

 ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満

  （1）月15日目まで

  （2）月16日目以降24日目まで

  （3）月25日目以降

１回

 ハ 単一建物居住利用者が50人以上

  （1）月15日目まで

  （2）月16日目以降24日目まで

  （3）月25日目以降

月の2日目以降の訪問   １日につき
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30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

30分以上

30分未満

准看護師による場合

週3日まで

１日に１回の場合

週4日以降

准看護師による場合

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ（同一建物内同一日に2人まで）

６，０５０円

４，７２０円

１日につき

週4日以降

週3日まで

週4日以降

週3日まで

週4日以降

保健師、看護師又は

作業療法士による場合

訪問看護基本療養費Ⅲ

         入院中１回

（基準告示第２の１に

規定する疾病等は２

回）

８，５００円

在宅療養に備えて一時的に外泊をし

ている入院患者に対する訪問看護を

行った場合

週3日まで

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ（同一建物内同一日に3人以上9人以下）

保健師、看護師又は

作業療法士による場合

１日につき

２，７８０円
週3日まで

週4日以降

週3日まで

２，１３０円
３，２８０円
２，５５０円

准看護師による場合

２，５３０円

５，５５０円
保健師、看護師又は

作業療法士による場合
４，２５０円

 ６，５５０円
５，１００円
５，０５０円

３，８７０円

１日につき

５，５５０円
４，２５０円

 ６，５５０円
５，１００円
５，０５０円

３，８７０円

６，０５０円

４，７２０円

１，９４０円

３，０３０円

２，３６０円
週4日以降

看護職員が他の看護師等（准

看護師除く）と同時に訪問 ４，０００円
週１日を限度

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

４，５００円

  ８，５００円

３，８００円

訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅡ、Ⅲの加算

入院中１回（基準告示

第２の１に規定する疾

病等は２ 回）

複数名訪問看護加算

外泊中の入院患者に対し訪問看護を

行った場合

１日に２回の場合

１日に３回以上の場合

同一建物内3人以上9人以下

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

同一建物内2人まで

精神科訪問看護基本療養費Ⅳ

６，０００円

１０，０００円

週３日を限度

厚生労働大臣が定め

る場合に限る

看護職員が他の准看護師と同

時に訪問 ３，４００円

３，０００円

看護職員がその他職員と同時に訪問

５，４００円

９，０００円同一建物内3人以上9人以下

同一建物内2人まで

２，７００円
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 精神科緊急訪問看護加算イ

90分を超える場合

      週１日を限度
ただし、別に厚生労働

大臣が定める者につい

ては週３日を限度

５，２００円 ⾧時間精神科訪問看護加算

複数名精神科訪問看護加算  （30分未満の訪問除く）

同一建物内3人以上9人以下

１日に２回の場合

１日に３回以上の場合

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

８，１００円

１４，５００円

４，５００円

４，０００円
９，０００円

４，２００円

 難病等複数回訪問加算  （特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者等）

１日に２回の場合
同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下

 ⾧時間訪問看護加算 90分を超える場合 週１日を限度 ５，２００円

１日につき

１２，４００円

１１，２００円

３，８００円

１３，０００円

同一建物内3人以上9人以下 ３，４００円

保健師又は看護師 が准看護師と同時に訪問

同一建物内3人以上9人以下

１日に１回の場合

保健師又は看護師 が他の保健師、看護師、又は作業療法士と同時に訪問

同一建物内2人まで

１日に１回の場合
同一建物内2人まで

１日につき

同一建物内2人まで

１日に２回の場合
同一建物内2人まで

１日に３回以上の場合

３，０００円

２，７００円

７，６００円
同一建物内3人以上9人以下 ６，８００円

保健師又は看護師 が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に訪問

週１日を限度
同一建物内2人まで

同一建物内2人以上9人以下

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅢの加算

２，０００円 緊急訪問看護加算ロ 月15日目以降
緊急訪問日数

 緊急訪問看護加算イ 月14日目まで

７，２００円

６，９００円

①月20日目まで

②月21日目以降

２，６５０円

深夜 22：00～  6：00

それぞれ１日に１回

を限度

 精神科緊急訪問看護加算ロ 月15日目以降
緊急訪問日数

２，０００円

 夜間・早朝訪問看護加算

 深夜訪問看護加算

１日につき

１日に３回以上の場合

月14日目まで ２，６５０円

４，５００円

４，０００円

８，０００円

  ２，１００円
早朝   6：00～  8：00

夜間 18：00～22：00
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訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 月１回 １，０５０円

４，２００円
それぞれ１日に１回

を限度

訪問看護物価対応料１

イ 月の初日の訪問の場合 ６０円

ロ 月の2日目以降の訪問の場合 ２０円
１日につき

４，２００円

４，０００円

夜間・早朝訪問看護加算（ 夜間 18：00～22：00、早朝 6：00～8：00 ）

２，１００円

２，１００円

深夜訪問看護加算（ 深夜 22：00～6：00 ）

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下（月15日目まで）

同一建物内3人以上9人以下（月16日目以降）

１，９００円

それぞれ１日に１回

を限度

同一建物内2人まで

同一建物内3人以上9人以下（月15日目まで）

同一建物内3人以上9人以下（月16日目以降）

在宅患者緊急時等カンファレンス加

算

訪問看護情報提供療養費1，2，3 提供先による 月１回

退院に当り在宅療養生活の

指導を行った場合

退院日に指導を行った場合

※90分を超える指導を行っ

た場合

医療機関・保険薬局と情報

共有・指導した場合

医師の求めによる緊急カン

ファレンスに参加した場合

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算

電子資格確認により、計画

的な訪問看護の管理を行う

場合
月１回

24時間対応体制加算イ

退院時共同指導加算

退院支援指導加算

在宅患者連携指導加算

管理療養費の加算項目

６，８００円

８，０００円

６，０００円

８，４００円

月１回

退院につき１回に限り
（退院後の最初の訪問時）

１回
（退院後の最初の訪問時）

月１回

月２回

１，５００円

３，０００円

２，０００円

５０円
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（６） 利用者のご希望により、日常生活用具、物品等を購入した場合は実費をいただきます。

（３） その他

 ① 入院、入所等により１ヶ月以上の利用を休止された場合、利用再開については当ステーシ

  ョンの状況により、希望される時間や曜日に対応できない場合があります。その際は、利用

  者に他の利用可能な時間や曜日を提示し、あらためて調整させていただきます。

 ③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します）

 ・ 利用者が介護保険施設や医療施設に１ヶ月を超えて入所または入院した場合

 ・ サービスを休止して３ヶ月以上経過した場合

 ・ 利用者が亡くなられた場合

（１） サービスの利用開始

   まずはお電話などでご相談ください。重要事項説明後に訪問看護計画書を作成しサービス

  提供を開始します。

（２） サービスの終了

 ① 利用者のご都合でサービスを終了する場合

  サービスの終了を希望する日の1 週間前までに文書でお申し出ください。

 ② 当ステーションの都合でサービスを終了する場合

  利用者が通常の事業の実施地域外に転居し、それによりサービスの提供継続が困難と見込ま

  れる場合は、終了２週間前までに文書で通知いたします。

（５） 交通費

   サービス提供地域以外の地域につきましては交通費として、実施地域を越えた地点から、

  自動車を使用した場合１キロメートル毎に３０円徴収させていただきます。

（７） 料金の支払い方法

 ① 毎月末締めとし、翌月１０日以降に当月分の料金を請求いたしますので、２４日までに振

  込または窓口でお支払いただくか、口座引き落としとさせていただきます。

 ② 難病法に基づく医療費助成制度を受けられている利用者においては、自己負担額計算の

  為、当月の最終訪問日に自己負担上限額管理票をご提示ください。写真かコピーをとらせて

  いただきます。

 ７ サービスの利用方法

  連絡がなかった場合、キャンセル料金として予定訪問の実費相当分をいただく場合がありま

  す。キャンセルが必要になった場合は、営業時間内にご連絡ください。

   なお、再三にわたる予定変更のご要望には応じられない場合があります。

    （連絡先：下関病院訪問看護ステーション ＴＥＬ：０８３－２５８－０８３０）

  ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

（２） ⾧時間訪問看護加算に該当する方を除き、訪問看護が１時間３０分以上となった場合は、

  ３０分毎自費１，０００円徴収させていただきます。

（３） エンゼルケア１０，０００円（消費税別）

（４） キャンセル料金

   利用者のご都合でサービスを中止する場合や、利用日の前営業日の１７時までに中止のご
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   する法律（平成１７年法律１２４号）、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

   等に関する法律に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の

   責任を負わないものとします。

（４）（１）にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

 ③ サービスの提供を中止する場合

 ・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

   もかかわらず1 ヶ月以内に支払わない場合。

 ・ 利用者やご家族の方などが、当ステーションや当ステーションのサービス職員に対して、

   サービスを継続し難いほどの不信行為を行った場合。当ステーションにより文書で通知す

   ることにより、即座にサービスを終了させていただくことがあります。

 ・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合。

   速やかに当ステーションに申告して下さい。治癒するまでサービスの利用はお断りさせて

   いただくことがあります。

 ・ 雪や台風よる天候不良および災害時等に、利用者の了解を得た上で、訪問時間や訪問日の

   変更をする場合。

 ④ 保険証等について、初回利用時、毎月1 回、保険証等の変更時に確認及び複写をさせてい

  ただきます。

 ⑤ サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意・ご了承ください。

  看護師等は、年金の管理、金銭の取り扱い等はいたしません。また、看護師等に対する贈り

  物や飲食等のもてなしは、固くご遠慮させていただきます。

 ② 当ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利

  用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、利用者は文書で中止を通

  知することによって即座にサービスを終了することができます。

 ８ 事故発生時の対応

（１） 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講

   じるとともに、利用者または利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害

   について当ステーションの責任を問えない場合はこの限りではありません。

 ９ 守秘義務

（１） 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の

   家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後におい

   ても、第三者には漏らしません。

（２） 事業者は、事業者の従業者が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密

   及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。

（３） 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の訪問看護計画立案の

   ためのサービス担当者会議並びに主治医等との連絡調整において必要な場合に限り、必要

   最小限の範囲内で使用します。
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   を定期的に実施するものとします。

    【担当者：ステーション副管理者 門杉 春樹】

  １２ 業務継続計画の策定に関する事項

（１） 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続

   的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

   を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。

（３） 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま

   す。

  １１ 衛生管理に関する事項

（１） 当ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を

   おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図りま

（２） 当ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

 事業者は、当ステーションにおいて、感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる

措置を講じるものとします。

  １３ 緊急時の対応方法

  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急

 隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。

  １０ 虐待の防止に関する事項

  事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとします。

（４） 事業者は、サービス提供中に、事業者の従業者または養護者（利用者の家族等高齢者や

   障害者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

   かに市町村に通報するものとします。

   す。

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

   いて従業者に周知徹底を図ります。

（２） 虐待防止のための指針を整備します。

（３） 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施し、そのための担当者を配置しま

   す。

（２） 事業者は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

（３） 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

   行うものとします。
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利用者 住所

〃 氏名 印

24時間対応体制加算の算定について、□ 同意します。 □ 同意しません。

主治医院名   下関病院附属地域診療クリニック

主治医氏名

 医療法人水の木会下関病院訪問看護ステーション

                         ＴＥＬ ： ０８３－２５８－０８３０

                         ＦＡＸ ： ０８３－２２７－２４８０

 訪問看護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき契約内容及び重要事項の説明を行いまし

た。
説明者 氏名

連絡先  〒７５９－６６１４ 下関市梶栗町４丁目２番３４号

ＴＥＬ ： ０８３－２６２－０８３２  ＦＡＸ ： ０８３－２６２－０８３３

ご家族住所

氏名                   （続柄     ）

連絡先

 上記の契約を証するため、本書２通を作成し事業者が記名捺印、利用者が署名捺印の

上、１通ずつ保有するものとします。

 私は、本書面に基づいて契約内容及び重要事項の説明を受け、訪問看護サービスの提供

開始に同意し、利用契約書 兼 重要事項説明書を受領しました。
 

                              令和   年   月   日

署名代行事由：

署名代行者氏名： 印 （続柄    ）



事業所所在地       下関市梶栗町４丁目２番３４号

事業者名         医療法人水の木会

代表者名         理事⾧ 水木 寛

事業所名         下関病院訪問看護ステーション


